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第2次行政改革大綱実行計画

■取組項目の一覧表
基本施策 主要施策 番号 取組項目名 担当課

1 税収の確保（収納率の向上） 税務課

2 未利用市有財産の利活用 管財課

3 企業誘致の促進 商工政策課

4 電子入札制度の導入 契約検査課

5 基幹業務システムのクラウド化 情報管理課

6 財政の健全化 財政課

7 公共下水道事業の健全化 上下水道総務課

8 農業集落排水事業の健全化 上下水道総務課

9 定員管理の推進 総務課

10 人事評価制度の実施 総務課

11 組織機構の改革 企画経営課

12 地域協働の推進 企画経営課

13 市民活動助成制度 企画経営課

14 保育所の民営化 子育て支援課

15 給食センター運営の効率化 教育総務課

16 学校規模適正化 教育総務課

17 体育施設使用料の適正化 生涯学習課

18 行政情報の積極的公開と共有化の推進 秘書課

19 窓口業務の見直し 企画経営課

20 県からの権限移譲 企画経営課

② 行政サービスの向
上

② 協働の推進

① 職員の人事評価と
定員管理

（１）　持続可能な財
政運営体制の構築

（２）　自主性、自律
性の高い自治体運
営の実施

（３）　適切な行政
サービスの提供

③ 地方公営企業等の
経営健全化

② 歳出の削減

① 歳入の確保

① 適切な行政サービス
の実施
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1 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

調定（期別全件）
件数のうち口座振
替件数の割合

42% 44% 46% 48% 50% 52%

実績
平成23年10月末

39.38%
40.20% 40.40% 40.70% 40.66%

スケ
ジュー
ル

数値
目標

給与所得者のうち
特別徴収納税義
務者の割合

70% 76% 76% 76% 76% 76%

実績
平成22年度末

51.2%
73.80% 78.44% 81.00% 81.60%

スケ
ジュー
ル

数値
目標

預貯金債権等
の差押件数 1100 1200 1300 1400 1500 1500

実績
平成23年9月末

919
1386 1301 2518 1925

スケ
ジュー
ル

実績

スケ
ジュー
ル

数値
目標

現年・滞納繰越
合算の収納率 85.0% 85.5% 86.0% 86.5% 87.0% 87.5%

実績
平成22年度末

84.4%
85.01% 86.10% 87.38% 88.20%

税収の確保（収納率の向上）

納税者の利便性及び収納窓口業務の軽減のため、口座振替を推進します。
また、納税者の１回あたりの税負担軽減のため、市県民税特別徴収（給与天引）事業所の完全指定を実施します。（特
別徴収事業所完全指定後の特別徴収納税義務者は給与所得者全体の約76％。（県の特別徴収推進に関するアク
ションプラン））
さらに、長期・高額滞納者を中心に積極的に滞納処分を実施し、熊本県（県北広域本部）と共同で併任徴収を実施す
ることで、収納率向上に努めます。
その他の取組として、納税者がより納付しやすい環境整備のため、平成28年度のシステムの改修時期を見据え、他の
保険料、使用料等を含めたコンビニ収納の導入を検討します。

税務課

４つの項目を取り組むことにより、徴収事務の負担軽減、納税者の利便性拡大、収納率の向上が見込め、安定的な税
収確保が可能になります。

安定的な財政基盤の確立と財政の健全化のために、市税の納税を推進するとともに、滞納市税を積極的に徴収する
ことによって、市財政の基盤である市税収入と納税負担の公平性を確保します。また、安定性のある税収確保及び収
納率向上のため、納税者がより納付しやすい環境を整備します。

コンビニ収
納の検討

収納率の
向上

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

口座振替の
推進

滞納処分の
実施

市県民税
特別徴収の
推進

口座振替の推進

滞納処分の実施

検討

事業実施

市県民税特別徴収の推進 特別徴収事業所の完全指定実施
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金　額

平成２８年度実
行計画終了後
における予測
される成果・効

果

継続して3項目を取り組むことにより、徴収事務の負担軽減、納税者の利便性拡大、収納率の向上が見
込め、安定的な税収確保が可能になる。

③滞納者の滞納処分の実施、動産・不動産の公売の実施、県北広域本部収税課との

　　併任徴収の実施　　

今後の課題・
問題

【差押の実施】費用対効果が最も優れた滞納処分である預金債権の調査及び差押がここ数年でかなり進捗したた
め、今後も継続して行なっていく。また、家宅捜索による滞納税額の圧縮が重要となってくるため、財産調査等確認
し、生活貧困者などに対しては執行停止なども行なっていかなければならない。本年度も県との併任徴収を実施し、
併せて口座振替の推進、及び特別徴収の推進を図る。

【その解決策】

【差押の実施】玉名市単独で家宅捜索をすることは人員的な面で限度があり、今年度も県北広域本部との併任徴収
を実施し、捜索に要する人員の確保を図るが、人的応援は月１回程度になるため、部内応援体制の強化を図る。
【その他】H27年１月新庁舎移転に伴い、税務課と会計課窓口が１階に配置されたことにより、「総合案内」にて会計窓
口への誘導案内を実施し、サービスの向上を図り窓口業務の負担軽減に繋げる。

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

　H21年度から非常勤職員2人を継続雇用し、納税窓口収納及び滞納整理事務補助
に従事させ、納税窓口におけるサービスの向上及び正規職員が滞納整理における
専門業務に専念できる環境作りに取り組んでいる。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 ①口座振替の推進

②市県民税特別徴収の推進

　・動産、不動産の公売実施（ 9回　実施、売却代金　4,634 千円）

　・県北広域本部収税課特別班との併任徴収(家宅捜索)の実施(  6 回／  22 回)

経費削
減又は
増収の
効果

287,242千円 (滞納繰越分＋延滞金)

内　容
◆収納率の向上　【実績：　-0.8　％】
月２回程度(県北広域本部との併任徴収を含む)家宅捜索を実施(6月～12月)、また、
早期滞納者及び大口滞納者への催告書送付、預金差押等を行っている。

○市県民税特別徴収の推進　【実績  81.6 ％】

○滞納処分（差押等の実施）　【実績　1,925 件】

　・内訳(捜索  19 件、給与　310 件、預貯金　1,236 件、動産  155 等）

◆H27年度進行管理調書

平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.4～H28.3 ○口座振替の推進【実績 40.66％ 調定件数 246,465件／口座振替件数 100,218件】

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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2 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績

スケ
ジュー
ル

数値
目標

売却及び貸付し
た未利用市有財
産の件数

３件 ３件 ３件 ３件 ３件 年間３件

実績
売却件数

（貸付件数）
２件

２件
（１件）

（１件）
１件

（１件）

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

財産台帳の
整備

未利用市有
財産の公売

未利用市有財産を公売することで、市の保有財産の適正化を図り、公売による収入を得るとともに、維持管理費用の
削減が図れます。

未利用市有財産の利活用 管財課

行政目的が喪失し、将来的な利活用計画も定められていない財産や今後利用計画がありながら長期にわたって事業
着手されていない未利用の財産が数多く存在しており、その維持管理経費や建物の修繕費等が発生しています。
これらについて、貸付や売却処分等により積極的に利活用することで、市の財源確保や維持管理経費等の削減を図
る必要があります。

市有財産の財産台帳の整備を早期に完了させ、未利用市有財産利活用方針を策定するとともに、公売に係る要綱等
を整備し、未利用の市有財産について公売対象物件を選定し、計画的な公売を実施します。
公売に当たっては、利活用方針に記載する未利用の土地のほか、整備した財産台帳を基に、可能なものから実施しま
す。

公売実施

公売する未利用市有財産の検討・選択

台帳整備

方針、要綱
等の整備

公売実施

公売する未利用市有財産の検討・選択

台帳整備

方針、要綱
等の整備

公売実施

公売する未利用市有財産の検討・選択

台帳整備

方針、要綱
等の整備

公売実施

公売する未利用市有財産の検討・選択

台帳整備

方針、要綱
等の整備

台帳整備
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金　額 1,202千円

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

  「普通財産の利活用に関する要綱」に基づき、行政財産の利用状況及び普通財産の土地等のうち未利用となってい
る財産の利用計画を定め、必要に応じ他の目的での再利用、売払い、貸付等を行っている。Ｈ２７年度においては、１
件の売払いを行った。（玉名市岱明町：隔離病棟跡地） 目標は、３件/年間であるため一部達成とする。

取組時期

行政財産の未利用状況等について各課に調査依頼　

H27.7 調査結果をもとに未利用市有財産の取りまとめ（利用予定物件なし）

公有財産台帳の整備（土地（行政財産、普通財産）の所管課振分け及び確認作業）

H27.6

経費削
減又は
増収の
効果

内　容
　平成２６年度以降、大正開漁港埋立地（18,860㎡）の一部について、太陽光発電事
業用地として民間への貸付（H26.9.1～H48.8.31)を行っている。賃貸借料：904,000円
（７か月分、前年比）　また、隔離病棟跡地を売却した。（298,000円）

取　　組　　内　　容

通年

平成２８年度の具
体的スケジュー

ル

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 公有財産台帳の整備（工作物、物品情報の追加及び物件の評価等）

◆H27年度進行管理調書

H29.1～ 普通財産の一般競争による入札の実施

今後の課題・問
題

・未利用市有地であっても、老朽化した建物があったり、狭小地等で条件が悪く需要がない場合もあり、す
べてが売却できるとは限らない。また、売却のために解体や造成を行ったりすれば多額の費用を要するこ
ともある。
・財産の処分に関して補助事業での建築物については、補助金返還が発生する場合がある。
・公有財産台帳の整備を進める中で、行政財産・普通財産の区分や、所管課が不明の物件等がある。
・未利用市有地であっても、物件次第では地域の要望により売却できない物件がある。

【その解決策】

H28.1 平成２７年度未利用市有財産利活用計画（案）の策定

行政財産の未利用状況等について各課に調査依頼　

H28.9

・売払いが困難なときは、有償により貸付を行い、収入確保が出来る。また、有償が無理なら無償での貸
付けを行うことにより、草刈等の維持管理費用の削減が図られるため、その土地に適した方法の検討が
必要である。
・財産の処分に関して補助事業での建築物については、所管課において調査及び手続きを行う。
・調査及びヒアリング等を行って所管課を特定し、並行して未利用財産の洗出しを行う。
・現在、売却については、一般競争入札で行っているが、今後、物件次第では地域の要望等に合うよう用
途（使用目的）指定やプロポーザルによる売払いも考えて行く必要がある。

H28.6

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

　未利用財産の貸付が出来ていることで、草刈等の維持管理に関する事務の削減が
図られた。

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される

成果・効果

　未利用市有地の利活用（売却・貸付）が進めば、土地が民間活用されることとなり、収入の確保や
維持管理費用の削減効果が見込める。

調査結果をもとに未利用市有財産の取りまとめ　　

H28.11 平成２８年度未利用市有財産利活用計画の策定

平成２７年度の実
績及び効果

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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3 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

新規企業誘致及
び誘致企業の増
設の件数

1 1 1 1 1 1

実績 2 5 0 0

企業誘致の促進 商工政策（観光）課

東日本大震災以降、円高やタイの洪水問題により未だに経済状況が安定しない中、業界によっては震災特需と言わ
れる突発的な需要が発生しましたが、国内投資案件は増える傾向にはありません。そのような経済状況の中でも新設
や増設を検討している企業情報を収集して誘致活動を進めていく必要があります。

民間信用調査会社を使い、①本社を県内に置く玉名市外の企業、②福岡県、鹿児島県に本社を置く増収増益企業、
③全国の企業で玉名市内の企業と取り引きがある企業、④航空機関連企業の中から売上高の高い企業の約1,500社
にアンケート調査を行っており、その結果を基に投資案件の予定がある企業を探り出し訪問に結びつけます。
また、誘致企業の留置活動にも積極的に行い、誘致企業の工場増設等を支援していきます。

情報収集が困難であった新規投資案件などがある企業の最新情報が入手可能となり、誘致することが出来れば、新
たな雇用の創出及び市税増収が図られ、ひいては市の発展が期待できます。
また、誘致企業の工場増設等でも、新たな雇用が創出されます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

新規企業の
誘致

アンケート調査
調査結果報告

継続的な誘致活動

アンケート調査
調査結果報告

継続的な誘致活動
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金　額 千円

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

新規雇用等による個人住民税、企業からの法人住民税及び固定資産税による直接的な効果のほか、
原材料の調達や従業員の消費などによる間接的な効果もあることから、企業誘致のもたらす効果は継
続的かつ非常に大きいものである。

※熊本地震の影響によりスケジュールが変更になる可能性大である

今後の課題・
問題

生産の国外シフトが続く中においても、工場の国内立地件数や立地面積はこの数年一定数を維持しな
がら推移している。(経済産業省：工場立地動向調査）その一方で、メガソーラーなどの太陽光発電を目
的とした立地が急増していることから、工場が立地できる土地は全国的に減少傾向にあり、新たな供
給がなければ十数年で産業団地が満杯になるといわれている。本市においても最大の課題は、工場
等が立地できる土地が不足していることである。

【その解決策】

不動産業者などと連携し、居抜き物件や工場適地の情報を継続して収集するとともに、工業団地（産業
団地）の整備可能な地域については、関係各課と調整を図りながら進める。また、誘致企業に対する優
遇措置が適用できない事業所等の進出については、商工振興係の創業支援事業等の活用を図るな
ど、今後の支援の方法についても考えていく。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 新規または継続した企業への訪問等。市内立地企業へのアフターフォロー

通年 工場等の用地や空き物件の調査

7月～Ｈ29年3月 玉名市企業誘致可能性調査（業務委託）

経費削
減又は
増収の
効果

内　容

新規の立地が無かったので、平成27年度における税収の純増はないものの、誘
致企業全24社の市税収入は次の内訳のとおり計697,281千円であった。
　① 個人市民税　113,846千円、② 法人市民税　248,989千円、③ 固定資産税
334,445千円

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

◆H27年度進行管理調書

　　　　　　（設備投資や住民トラブル等の相談など　のべ117社）

・企業訪問を通じた誘致活動　②新規訪問先の開拓（8社）

・市内立地企業のアフターフォロー
平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

企業誘致活動について継続して実施しているところであるが、数値目標である「新規企業誘致及び誘
致企業の増設の件数　1件」について、達成できなかったため

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 ・企業訪問を通じた誘致活動　①継続した訪問（のべ27社）

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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4 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

電子入札化率
電子入札件数
　　　　／
　年間入札件数

H24.10～
100%

100% 100%

実績 100%

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

電子入札シ
ステム

電子入札制度の導入 契約検査課

現在、紙で実施している入札事務は、業務効率的に煩雑であるとともに入札手続の透明性、公平性、適正な競争性の
観点から、脆弱性が見受けられます。また、近年、県下でも独占禁止法違反や官製談合等の不正事件が増加してお
り、入札制度の改革やコンプライアンス向上について様々な取り組みが行われているところです。この一環として熊本
県・市町村電子自治体共同運営協議会は、電子入札システム部会による電子入札システムの導入について県下市町
村に対し、平成２３年度を本格運用開始と計画しました。しかし、実際運用開始しているのは、熊本市、宇土市、南関
町、山鹿市、益城町だけであり、年度内に、天草市、上天草市が導入するのみに留まっています。本市の導入時期
は、初期投資に相当の費用を要し、財政的な面からの課題が残るため、未導入の他市の動向をうかがいながら、慎重
に進める必要があります。また、導入に当たっては、地場産業育成の観点から市内、小・中規模業者の対応を考慮し
た上で段階的な導入を検討しなければならないと考えます。

電子入札共同システムへ接続し、紙を併用しながら電子入札の試行（1200万円以上の土木工事に限定）を行い、早期
に全業種に対し本格導入を開始します。

煩雑な入札事務処理の円滑化が図られ、入札結果の公表が迅速化できます。
また、閲覧の際に業者同士会う機会がないため談合防止に繋がるとともに、入札の透明性・公正性・競争性の向上が
図られ、結果、公共工事のコスト削減に繋がります。

調査・検討 本格運用

土木工事

(400万円以上)
業務委託

試行準備

土木工事

(1000万円以上)

業務委託

(1000万円以上)
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金　額 千円

平成２７年度の
実績及び効果

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

電子入札システムの導入により、入札事務の負担軽減と迅速な結果公表が可能となった。また、入札
の透明性、公正性、競争性の向上が図られ、結果として公共工事関係コストの有効化が期待できる。

今後の課題・
問題

現時点では、運用上の問題等はない。
物品購入に係る入札への電子入札導入については、件数が少ない割に業者への負担が大きく現実的
でないため、現在のところ導入の考えはない。

【その解決策】

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

経費削
減又は
増収の
効果

内　容

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

半年間の猶予期間を経て、平成２７年１０月から工事及び工事関係業務委託のす
べての入札を電子入札システムを利用して執行。
入札通知の簡素化及び入札会場設置など事務負担が軽減された。
開札業務に携わる人員も減員できた。

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

H27.10 土木工事のみならず、すべての工事及び工事関係業務委託について実施。

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

◆H27年度進行管理調書

電子入札の導入が完了したため、具体的な取り組みはしない。

H27.4 電子入札システムセットアップ作業

H27.5 電子入札システム運用開始。最初の指名通知発行

H27.5 電子入札システムを利用した最初の開札事務執行。

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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5 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 クラウド化不採用

基幹業務システムのクラウド化 情報管理課

現在、サーバ機器の保守対応期限が最大６年となっており、機器更新に伴うシステムの更新が必要となっています。こ
の更新には多大な費用が必要であり、システム構築業者に変更があった場合、操作方法が変わる等職員の負担や事
務処理の混乱が見られます。

更新期間の延長、経費低減及び事務の効率化を目的に、システムのクラウド化を検討し、次期システム更新を行いま
す。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

基幹業務シ
ステムのクラ

ウド化

クラウド化することにより、基幹業務システムの更新費用の削減や事務の効率化が図られるとともに、システム及び
データのセキュリティ向上も期待でき、また、データを外部に置くことで、災害対策としての効果も見込めます。

調査・検討 調査・検討

調査・検討

9



金　額 千円

今後の課題・問題

　クラウド化等のシステムをめぐる技術の向上や動向はめまぐるしく変化していくため、その変化をとらえ
つつ、状況に応じた玉名市に最適な業務システムについて、継続的に調査・研究していくことが必要であ
る。

【その解決策】

　今回の基幹業務システムの更新については、安定稼働や費用対効果を考慮し自庁設置方式による更
新を行ったが、クラウド化に関連の深いマイナンバー制度等の新たなシステムの動向を注視していく。

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される成

果・効果

　システムの更新は、現行システムを継続し、機器等を更改する形で平成２７年度に行っため、クラウド化
に伴う事務調整等の新たな労力及びシステム変更のリスクが発生せず、システムの安定稼働の継続及
び現在のサービスレベルの継続が図られる。

平成２８年度の具
体的スケジュール

平成２７年度の実
績及び効果

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

　クラウド化を行うには、通信網の整備が必要だが、玉名市(熊本県)には他のクラウド実施団体のような
無償または安価な通信網がない。また、市民サービス・利便性を高めるため基幹業務システムに独自仕
様を組み込んでいるが、クラウド化をした場合システムの標準仕様化が基本となり、サービス・利便性低
下が予測される状況であった。　このような現状の中、平成２５年度には、次期基幹業務システムの更新
の検討を行い、平成２７年度に現行システムを利用した自庁設置方式で更新を完了した。
　クラウド化に関しては、今後の動向を把握するためにもセミナー等に参加した。

経費削減
又は増収
の効果 内　容

クラウドに関する動向の把握

取組時期 取　　組　　内　　容

平成２７年４月から

取組時期

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

◆H27年度進行管理調書

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

クラウドに関する動向の把握

取　　組　　内　　容

通年

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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6 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

実質赤字比率 赤字額なし 赤字額なし 赤字額なし 赤字額なし
各年度

赤字額なし

実績
H22年度
 △4.71%

H23年度
△5.79％

H24年度
△5.08％

H25年度
△6.77%

H26年度
△5.97%

数値
目標

連結実質赤字
比率

赤字額なし 赤字額なし 赤字額なし 赤字額なし 赤字額なし
各年度

赤字額なし

実績
H22年度
△17.89%

H23年度
△20.42％

H24年度
△21.29％

H25年度
△23.37％

H26年度
△22.09％

数値
目標

実質公債費比
率

15％以下 15％以下 15％以下 15％以下 15％以下
各年度

15％以下

実績
H22年度

14.2%
H23年度

11.9%
H24年度

11.1%
H25年度

11.0%
H26年度

10.0%

数値
目標

将来負担比率 130％以下 130％以下 130％以下 130％以下 130％以下
各年度

130％以下

実績
H22年度

98.2%
H23年度

69.8%
H24年度

55.6%
H25年度

47.0%
H26年度

33.4%

スケ
ジュー
ル

数値
目標

経常収支比率 90％以下 90％以下 90％以下 90％以下 90％以下
各年度

90％以下

実績
H22年度

85.6%
H23年度

89.2%
H24年度

89.7%
H25年度

89.2%
H26年度

89.9%

スケ
ジュー
ル

数値
目標

標準財政規模
に占める割合

20％以上 20％以上 20％以上 20％以上 20％以上
各年度

20％以上

実績
H22年度

20.7%
H23年度

26.9%
H24年度

30.7%
H25年度

36.4%
H26年度

41.4%

財政の健全化 財政課

少子高齢化の進行により社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移する中、平成２８年度以降普通交
付税の合併算定替約２０億円が段階的に縮減されるため、今後大規模な財源不足が見込まれます。
このため、人件費の削減や事務事業の見直しによる経常的経費の削減に努めるとともに、後年度の財政負担を考慮
した計画的な実施など、中長期的な展望に立った財政運営を行う必要があります。

財政の健全性を確保するため、①健全化判断比率（４指標）、②経常収支比率、③財政調整用基金残高（財政調整基
金、減債基金の計）の各項目について目標値を設定します。

財政構造の改善を図ることにより、将来にわたって持続可能な財政基盤が確立され、健全な財政運営を行うことがで
きます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

健全化判断
比率（４指
標）

経常収支比
率

財政調整用
基金残高
（財政調整
基金、減債
基金の計）

計画的な運用による財政健全化の推進

財政構造の改善による財政健全化の推進

財政構造の改善による財政健全化の推進
財政健全
化の推進

財政健全
化の推進

財政健全
化の推進 計画的な運用による財政健全化の推進

財政構造の改善による財政健全化の推進

財政構造の改善による財政健全化の推進
財政健全
化の推進

財政健全
化の推進

財政健全
化の推進
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金　額 　　千円

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

財政構造の改善を図ることにより、将来にわたって持続可能な財政基盤が確立され、健全な財政運営
を行うことができる。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

　

今後の課題・
問題

少子高齢化の進展による社会保障経費の増大や公債費が高い水準で推移する中、今後市民会館建
設などの公共施設の更新等に多額の経費が必要となる。また、平成28年度以降の普通交付税の合併
算定替約11.4億円が段階的に縮減されるため、現在の財政規模・財政構造のまま財政運営を続けて
いくと、今後大規模な財源不足が見込まれる。

【その解決策】

行政評価制度の予算編成への反映、事務事業の徹底した見直し、また、行政改革大綱を始めとする
行財政改革関係の既存計画を確実に実施することにより、市財政全体の規模縮小を図る。

H28.6暫定値(H28.7決定)

平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.6暫定値(H27.7決定) H26財政調整用基金残高が標準財政規模に占める割合　41.4%（目標値：20%以上）

経費削
減又は
増収の
効果

H27経常収支比率

H27財政調整用基金残高（残高が標準財政規模に占める割合）

　

取組時期 取　　組　　内　　容

H28.7暫定値(H28.10決定)

H28.6暫定値(H28.7決定)

　　　　　　　　　　　　　　実質公債費比率　10.0%（目標値：15%以下）

H27.6暫定値(H27.7決定) H26経常収支比率　89.9%（目標値：90%以下）

　　　　　　　　　　　　　　将来負担比率　33.4%（目標値：130%以下）

内　容

◆H27年度進行管理調書

H27.7暫定値(H27.10決定) H26健全化判断比率　実質赤字比率　△5.97%（目標値：赤字額なし）

　　　　　　　　　　　　　　連結実質赤字比率　△22.09%（目標値：赤字額なし）

H27健全化判断比率（4指標）

・実質赤字比率：実質収支額 　1,084,647千円（一般1,041,047千円、渇水43,600千
円）
・連結赤字比率：実質収支額 4,008,271千円（一般、5特会、3企業会）
・財政調整用基金（財政調整基金積立額 628,505千円、取崩額 0、減債基金積立
額 271,527千円、取崩額 0）

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

これまで行財政改革大綱等に基づき行財政改革に取組み、財政健全化に努めて
きたことにより、財政指標が改善しつつある。（本市の財政状況は県下14市の中
で中位に位置する。）

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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7 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

返還額 196,900千円 125,000千円 35,400千円 ― ―

実績
H23年度

196,900千円
196,900千円 160,400千円 （達成） ― ― ―

スケ
ジュー
ル

数値
目標

公共下水道
水洗化率

88.6%(0.3%) 88.9%(0.3%) 89.0%(0.1%) 89.20% 89.20%

実績
H23.3.31
88.10%

87.85% 84.98% 85.80% 88.10%

公共下水道事業の健全化 上下水道総務課

合併時の下水道事業の累積赤字相当額1,073百万円を玉名市基金会計から長期借入れを行っており、当初20年間
（平成37年度迄）で一般会計に返還する予定でしたが、下水道事業の見直し等による事業効率化、経費の削減及び補
償金免除繰上償還等の効果により、平成26年度までに返還の見込みとなっています。
また、下水道使用料の段階的な見直し及び調整を図りながら、平成23年6月から、玉名処理区及び岱明処理区の下水
道使用料を統一しています。

合併時の下水道事業の累積赤字相当額1,073百万円を玉名市基金会計から長期借入れについて、事業効率化、経費
の削減及び補償金免除繰上償還等により、平成26年度までに返還を目指します。
雨水等不明水の処理費用等である一般会計から繰入金についても、最低限の繰入額とし、地方公営企業として採算
の取れる健全な経営を実施します。また、類似団体の平成２１年度全国平均(88.8%)を越える水洗化率を目指します。

現在の良好な経営状況を維持しつつ、更なる健全化が図れます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

下水道事業
累積赤字分
の一般会計
への返還

公共下水道
水洗化率の
向上

水洗化率の向上

累積赤字分の返還

水洗化率の向上目標値の見直し

水洗化率の向上

累積赤字分の返還

水洗化率の向上目標値の見直し
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金　額 111,273千円(繰入金の減額分）

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される成

果・効果

経営状況においては、現状と同じく概ね健全な経営で推移していると予測される。また水洗化においては、
今後計画値に近い数値で推移すれば、下水道設置の目的である都市の健全な発展及び市民の環境衛生
の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全を図っていくことに繋がる。

平成２８年度の具
体的スケジュール

今後の課題・問題

人口減少による使用料収入の減及び施設老朽化による維持管理費、更新工事の増加が問題となる。

【その解決策】

中長期的な視点から収入と支出のバランスを確保すべく、経営戦略を平成28年度に策定する。
効率的な施設整備と適切な料金水準及び接続勧奨の推進により、将来的に安定した経営を図っていく。

H27.4～H28.3 企業局体制の全体見直しに係る局内検討。

経費削減
又は増収
の効果 内　容

　一般会計からの繰入金は玉名処理区で12,368千円、岱明処理区で98,905千円
減額し、総額を442,136千円とした。
一般会計からの繰入金はあるものの、概ね健全な経営である。

事務の効率化、人員削
減、サービス向上等に

関する効果

取　　組　　内　　容

日常業務の中で、未接続世帯への普及促進を図る。

H27.10～H29.3 経営戦略の作成

通年 日常業務の中で未接続世帯への普及促進活動。

通年

取組時期

計画より158,361千円減額して766,394千円とし、平成24年度では735,679千円

へ減額、平成25年度は696,800千円へ減額、平成26年度は553,409千円へ減額し、

平成27年度は442,136千円へ減額した。

一般会計からの繰入金は、平成22年度より新市おいて作成された下水道の財政

◆H27年度進行管理調書

年度別計画（平成27年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

合併時の累積赤字については平成２５年度に完済したが、水洗化率の数値目標については未達成となっ
た。

取組時期 取　　組　　内　　容

平成２７年度の実
績及び効果

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成

14



8 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 策定 見直し

スケ
ジュー
ル

数値
目標

排水区域内人口
に対する水洗化
人口の割合

64.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0%

実績
H24.3.31

63.7%
64.3% 64.7% 66.3% 66.6%

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

農業集落排
水事業への
加入促進

中長期的な
経営計画

農業集落排水事業の健全化 上下水道総務課

横島町及び天水町における農業集落排水の使用料は、旧町の料金設定のままでばらつきがあるため見直しを実施
し、平成24年度から統一します。
また、平成21年度で整備事業は終了しましたが、供用地区内の事業加入数が少なく、経営状況も良好とはいえないた
め、早急に加入促進を図る必要があります。
さらに、適正な維持管理、事務の効率化等により、経営の健全化を図る必要があります。
なお、平成24年から26年度に、施設の改築及び修繕を行う予定です。

加入促進計画（仮）を作成し、加入数の増加を図ります。目標は、当初計画目標の水洗化率68％を目指します。
また、維持管理の効率化を図るとともに、中長期的な経営計画を作成し、健全な経営を目指します。

加入戸数増加による使用料収入増加や適切な維持管理による経費削減等により、経営の健全化が推進されます。

取組詳細

加入促進
計画の作成

加入促進

経営計画
の作成

計画の毎年度見直し

加入促進
計画の作成

加入促進

経営計画
の作成

計画の毎年度見直し

加入促進

加入促進

経営計画
の作成

計画の毎年度見直し
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金　額

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される成

果・効果

加入戸数増加による使用料収入増加や適切な維持管理による経費削減等により、経営の健全化が推進
されます。

平成２８年度の具
体的スケジュー

ル

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 栗ノ尾地区処理場の機能強化事業

中長期的な視点から収入と支出のバランスを確保すべく、経営戦略を平成28年度に策定する。
効率的な施設整備と適切な料金水準及び接続勧奨の推進により、将来的に安定した経営を図っていく。

【その解決策】

経費削減
又は増収
の効果 内　容

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

通年 日常業務の中で、未接続世帯への普及促進を図る

◆H27年度進行管理調書

H27.4～H28.3 企業局体制の全体見直しに係る局内検討。

年度別計画（平成27年度分）の進捗状況

平成27年度の実
績及び効果

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

今後の課題・問
題

経営戦略の作成H27.10～H29.3

人口減少による使用料収入の減及び施設老朽化による維持管理費、更新工事の増加が問題となる。

日常業務の中で、未接続世帯への普及促進活動。通年

取　　組　　内　　容取組時期

加入促進の目標値67.0%には届かなかったが、経営計画の見直し作業をすすめているため一部達成とし
た。

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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9 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

職員数
(H25.4.1)

544
(H26.4.1)

533
(H27.4.1)

522
(H28.4.1)

504
―

実績
(H24.4.1)

555
544 531 517 502

定員管理の推進 総務課

計画以上の職員削減を行っているが、今後も職員は減少する事を踏まえ、事務事業の見直しが急務です。
その結果から、適正な職員数を見出し、定員管理の推進を行う必要があります。

合併後10年間の退職者の3分の1採用を基本に、政策的な非常勤職員の任用、再任用職員の必要性を検討し、人事
交流も活用しながら、業務に見合った必要な人員を確保していきます。

定員管理の適正化が図られるとともに、結果的に人件費総額が抑制されます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

第2次職員
定員適正化
計画の推進

第2次職員定員適正化計画（前期） 第2次職員定員適正化計画（後期）第2次職員定員適正化計画（前期） 第2次職員定員適正化計画（後期）
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金　額 ▲188,943千円

今後の課題・問
題

平成28年4月1日をもって目標数値であった職員数504名に対し、実数499名（任期付職員2名、再任用
職員1名を除く。）となり計画以上の削減を行った。今後は500名前後を維持しつつ、定員管理を行って
いくが、技術職員が不足している。

【その解決策】

新規採用職員に加え、任期付職員、再任用職員の採用を進めるとともに、業務の量と質に応じた定員
管理を図っていく。

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.4～ 第2次職員定員適正化計画の推進

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

目標数値以上の達成により、定員管理の適正化が図られ、大幅な人件費削減が見込まれる。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期

H28.4 平成28年度採用計画の策定

H28.9 採用試験1次試験（筆記試験）

採用試験2次試験（面接試験）

採用試験2次試験（面接試験）

H28.11

経費削
減又は
増収の
効果

内　容 15名の職員削減を行ったことにより、人件費の抑制につながった。

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

適正な配置の推進や、専門部署への任期付職員、再任用職員、社会人枠での任
用を進めることにより、定員の適正化ができている。

H28.6 採用試験公告

H27.11

◆H27年度進行管理調書

H27.5 平成27年度採用計画の策定

H27.6 採用試験公告

H27.9 採用試験1次試験（筆記試験）平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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10 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 評価実施 評価実施 評価実施 評価実施

人事評価制度の実施 総務課

制度構築以降、平成20年度から23年度まで、すでに4回の試行を実施していますが、これまでの試行結果や近い将来
地方公務員法の一部改正が行われ人事評価の実施及び当該結果に応じた措置が義務付けされる見込みであること
等を勘案すると評価結果を何らかの処遇に活用するべき時期にあります。
一方で、未だ評価者間で評価結果のバラつきが生じておりその是正、また評価結果の活用方法等が課題であります。

平成24年度から人事評価を本格的に実施し、評価結果を昇任要件の一つとして活用する予定です。詳細については
平成24年度中に具体的検討を行い、併せて評価結果のフィードバックの実践及び苦情処理の仕組みの検討を行う予
定です。
また、評価結果のバラつきについては、評価者研修を継続実施し、また是正手法を確立していきます。

個々人の発揮される能力や勤務態度・成果を適正に把握し、その結果を人事配置や公正な処遇につなげることで、職
員の働く意欲を引き出し、一人ひとりの能力と組織力の向上を目指します。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

人事評価の
実施と結果
の活用

評価結果活用
の具体的検討

人事評価の試行 人事評価の実施

評価結果活用
の具体的検討

人事評価の試行 人事評価の実施
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金　額 千円

平成２７年度の
実績及び効果

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

人事評価が機能すれば、職員個々の能力アップにつながるものと思われる。
同時に評価結果で、個人の能力をある程度把握することも可能になるし、評価結果の処遇への公正な
反映ができれば、職員の勤労意欲の向上にも資することとなる。

今後の課題・
問題

①評価結果の精度をより高めていく必要がある。
②評価結果の人材育成・昇任以外への活用法を検討する必要がある。

【その解決策】

①評価者・被評価者の評価訓練を行う
②昇任以外への活用について検討し、方針決定を行う。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

H29.1 人事評価研修

平成28年度人事評価

取組時期 取　　組　　内　　容

経費削
減又は
増収の
効果

内　容

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

人事評価の本格実施に伴い、人材育成に成果が表れ、結果事務の効率化や市
民に対するサービスの向上につながっていく。

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

◆H27年度進行管理調書

H29.1～H29.3

H28.7～11 昇任以外（昇給、勤勉手当）への活用の検討と方針決定

H28.1 自己評価、評価研修

H28.2 1次評価、2次評価、評価者間協議

H28.3 是正確定、評価結果フィードバック

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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11 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

H24.10.1
支所移行

１３部
４２課
８８係

１０部
３８課
８５係

１０部
３９課
８０係

１０部
３９課
７４係

９部
３９課
７６係

組織機構の改革 企画経営課

総合支所は、概ね合併前と同等の行政サービスを提供するため、それに合う人員の配置を行う必要があります。その
ため、合併の趣旨である効率的な行政運営、人件費の削減などの“行政のスリム化”が達成できていません。
また、本庁、総合支所間で、同一の性質を持つ部署が複数存在し、業務の重複もあるため、事務事業の棲み分け、権
限の所在が不明確であるために、スムーズな行政事務が図れてない状況にあります。

市町合併の意義と住民ニーズに柔軟な対応が出来る組織を新庁舎完成時までに2段階に分け構築します。
また、現状組織での課題を解決するため、業務の棲み分け、権限の所在を明確化します。

より簡素で、効率的な人員配置及び組織の構築が図れ、利用者に対し分かりやすい行政組織が構築できます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

行政組織の
構築

実績

1次見直し（支所移行）

１次見直しの検証、２次見直しの検討

２次見直し（最終組織）1次見直し（支所移行）

１次見直しの検証、２次見直しの検討

２次見直し（最終組織）
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金　額 　　　　　　千円

今後の
課題・問題

これまで職員定員適正化計画に基づき職員定数が削減される中、限られた人員でより簡素で効率的な
組織機構を構築するため、組織機構の再編を行い、定員適正化計画の最終年度である平成２８年４月
時点では、平成２３年４月の１３部４２課８８係から９部３９課７６係へと組織機構のスリム化を図ってきた
ところであるが、職員定数は削減される一方で、国や県からの権限移譲や新制度の開始等に伴い業務
量は増加している状況である。

【その解決策】

今後も限られた人員でより簡素で効率的な組織機構の構築を図るため、組織機構の再編と併せアウト
ソーシングについても積極的に推進する。

平成２８年度
実行計画終了後

における
予測される
成果・効果

28年度からの普通交付税交付額の段階的減額や人口減少による市税収の減収等の歳入の大幅な目
減り、また少子高齢化による社会保障費の増大等を考えると、義務的経費の人件費縮減に関係する定
数削減は、市財政の健全化に影響し財政的に多大な成果が得られる。従って、28年度に実際に配置さ
れる職員数が第2次職員定員適正化計画で示す目標定数504人に到達できれば、合併時からの削減数
が2百人弱となり、人件費も抑制され、組織機構が大幅にスリム化する。

内　容

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

昨年度より実施を１年先送りした水道課及び下水道課、住宅課の再編について
は、所管課等との協議を行い、平成２８年度の再編実施が決定し、併せて平成２８
年度からは新たな部署を新設するなど、より合理的な組織を構築することができ
た。

平成２８年度
の具体的

スケジュール

H29.2 新年度組織機構の内容審議及び決定（行政改革推進本部会議）

平成２７年度の
実績及び効果

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.12 組織再編に伴う関係条例改正等の議案上程

H28.2 新年度組織機構の内容審議及び決定（行政改革推進本部会議）

通年

経費削減
又は増収
の効果

H27.10～H27.11 所属長（全部課長）ヒアリング

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

再編検討部署との個別検討会議

通年 再編検討部署の所属長等ヒアリング

H27.5～H27.12

◆H27年度進行管理調書

H28.12 組織再編に伴う関係条例改正等の議案上程

H28.10 所属長（全部課長）ヒアリング

取組時期 取　　組　　内　　容

H28.5～H28.12 再編検討部署との個別検討会議

組織機構の再編内容の検討

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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12 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 検討 検討

スケ
ジュー
ル

実績 検討 検討

協働指針を策定することで、協働に関する考え方や協働を実施する上でのルールなどの、地域課題の解決に向けて
市民と行政が相互に協力し合う環境づくりが整います。
また、市民活動センターの設置により、ボランティアやＮＰＯ、ＮＧＯなど、幅広い市民活動を総合的に支援することで、
市民・市民活動団体・企業・行政のネットワークを築き、個別支援、学習・研修や情報センターとしての機能を活かして
市民活動を活性化します。

地域協働の推進 企画経営課

従来の地域や民間の中にあった、人々の支え合いと活気のある社会である「公共」を、現代にふさわしい形で再編成し
人々や地域の絆を創りなおすことが求められています。そのような中、「新しい公共」の考え方のもと、官だけではなく、
市民の参加と選択のもとで、ＮＰＯ等が積極的に公共的なサービスの提案及び提供の主体となって、市民の身近な分
野において活動を行う仕組みづくりが重要ですが、市の考え方やルールがなく、取組が進んでいません。

今後の市政運営において、市民参加の継続性や安定性を確保するとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推
進するため、市民協働指針を策定します。
また、公共施設等を活用し、ボランティアやＮＰＯなどの活動を支援し、市民活動をとおした市民交流の場である市民
活動センターを設置するとともに、市民によるセンターの運営体制を整えます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

協働指針の
策定

市民活動セ
ンターの設
置

内容の検討

方針検討
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金　額 千円

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される成

果・効果

平成２８年度は、協働を進めるうえで基本的なよりどころとなる指針づくりについて、具体化に向けた取り
組みに着手する。１年程度をかけて指針づくりを行う。
また、指針の中で行政の支援体制として「市民活動センター」の設置を位置づけし、指針策定を受けて同
センターの設置に向けた具体的な事業に着手する。

平成２８年度の具
体的スケジュー

ル

指針策定にあたり、市民や市民活動団体の意見を反映させるため、アンケート、ヒアリングなどによる意
見聴取や専門家らによる策定委員会の設置などの仕組みを講じる。

取組時期

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

玉名市自治基本条例の条文が具体化する段階であり、同条例における市民協働の位置づけを見定める
必要があったため、「着手のみ」となった。

取　　組　　内　　容

通年

H28.8～ 玉名市自治基本条例の施行に伴い、同条例の趣旨を尊重した指針策定に着手

今後の課題・問
題

市民のためになる指針づくりが求められる。市民活動センターについては、ニーズを把握し、運用方法も
検討しつつ具体化の可否を判断する必要がある。

【その解決策】

今年度は、指針策定のスキーム（策定委員会、庁内策定会議など）を固める。

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

取　　組　　内　　容

◆H27年度進行管理調書

経費削減
又は増収
の効果 内　容

玉名市自治基本条例の具体的な条文案の構成に関する意見交換

平成２７年度の実
績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

取組時期

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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13 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

助成件数 15 20 20 20

実績 23 14

企画経営課

市民が自主的に取り組んでいる市民活動の現状は、これまでの区に代表される地域活動から、各種のNPOやボラン
ティア活動へと広がりを見せており、その担い手は団塊の世代の参加などによって、今後、ますます多様化することが
予想されます。
そこで、市民活動の立ち上げや拡大を支援することにより、地域の課題の解決に取り組む市民活動が活性化していく
ことが必要です。
また、２５年度で完了する玉名２１の星事業に関して、まちづくり委員会の継続的な支援も検討することが必要です。

新たな市民活動の立ち上げや既存の活動を発展させるための事業に要する資金を支援する助成制度を創設します。
この助成金の原資として「玉名市協働まちづくり基金（仮称）」を創設し、市民、市民活動団体、事業者から寄せられた
寄附金と、その寄附金と同額を市が上乗せして積み立てる「マッチングギフト方式」を取り入れた基金とすることを検討
します。
また、助成対象事業の選定と事業検証にあたり、地域協議会に諮ります。なお、地域協議会の廃止後は、市民による
「まちづくり協議会（仮称）」を設置して対応します。

資金の一部を助成することで、市民活動の活性化を図り、豊かで活力ある地域社会の実現に寄与します。
また、市民と行政の協働により積み立てられる「玉名市協働まちづくり基金（仮称）」を原資とすることで、市民活動を行
うものの努力と市民の理解が助成金に反映されます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

市民活動助
成制度の創
設と活用

市民活動助成制度

市民活動に対する助成玉名２１の星事業（～H25年度）

地域協議会（～平成27年度まで） まちづくり協議会（仮）設置

基金創設の検討
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金　額 千円

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

市民活動団体の公益性があるまちづくり活動に対する支援制度として「キラリかがやけ玉名づくり応援事
業補助金」を平成２６年度から平成２８年度の３か年実施。ただし、行政改革大綱に示されたマッチング
ギフト方式を採用していないことや、地域協議会廃止後のまちづくり協議会設置は制度化していないた
め、「一部達成」とした。

取組時期 取　　組　　内　　容

4.5.6.8.10及び12月 キラリかがやけ玉名づくり応援事業補助金の募集（年６回、各２週間）

今後の課題・問
題

交付金額を確定させる。

現行補助金の効果分析

8～10月 新たな市民活動助成制度のスキーム構築

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

多数の市民活動団体が主体的に実施するまちづくり活動が市内で展開されることにより、地域課題の解
決や活性化が住民主導で実行されることになる。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

4.5.6.8.10及び12月 それぞれの月当初から２週間を募集期間とし、その後、審査会を実施。

本事業のように市民活動を財政面で支援する制度は、一定の市民ニーズが存在する上、市長公約事項
（輝け21）である一方で、平成28年度が本補助事業の最終年度となるため、29年度以降の制度構築を行
う必要がある。

【その解決策】

不採択事業、相談のみの事業内容、キラリかがやけ玉名づくり応援補助事業の実績など、これまでの内
容を検証した上で、市民活動団体の主体的なまちづくり活動を支援する新たな補助制度を構築する。

6～7月

経費削減
又は増収
の効果 内　容

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

本事業の効果として、補助対象経費の３分の２を補助することで、地域の人による
地域に密着した活動（花づくり、環境美化、祭りなど）、NPO、実行委員会などによ
る観光振興にもつながる比較的規模が大きなイベント、NPOによる子育て支援事
業など、多様で有益な市民活動が実施され、それぞれにおいて成果を上げてい
る。

補助事業者は、補助事業終了後、実績を報告。実績内容を審査して、補助金

◆H27年度進行管理調書

募集回ごとに内部審査会を経て、交付を決定する。

27年度は、申請14件、採択14件、審査会における交付決定額は2,562,096円、

交付実績に基づく確定額は2,433,336円であった。平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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14 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

・検討委員会設置
・第一次の検証
・第二次の推進計
画の検討

数値
目標

平成24年4月ま
で5園の民営化 （目標設定）

平成29年4月
2園の民営化 2園民営化

実績
平成24年4月まで
5園の民営化を達
成予定

達成

保育所の民営化 子育て支援課

■玉名市保育所民営化の基本的な考え方
　平成19年3月に制定された行政改革大綱により、公立保育所の「民営化」を進めるにあたり同年5月に検討委員会を
設置し、慎重に検討を重ねていただいた結果、「現在の公立保育所を民営化することもやむを得ない」と建議書を提出
していただき、この建議書を基に保育所民営化の推進を実施しています。推進するに当って何よりも大切なことは対象
園となる保護者の方々や地域の皆様へ説明を尽くすこと、また、ご意見をお伺いすることだと考えています。
■対象園
平成20年度から第一段階として、5ヵ年5園の保育所民営化を実施します。
■対象園とする優先条件
①施設改築年月の古い順、②保育所入所児童数の充足率の低い順、③延長保育事業を実施していない園
■平成20年度から民営化実施済保育所
　ちどり保育所・小天東保育所を平成20年4月から実施
■平成24年度から民営化実施予定保育所
　鍋保育所・梅林保育所、玉名第2保育所を平成24年4月から実施予定
　（指定管理制度を導入している玉名第2保育所は、平成23年度末をもって指定期間満了となるため、指定管理制度よ
り効果が多大な民営化を実施）
取組に当たっては、民営化することだけが目的ではなく、民営化後の園が現在以上に保育の質が良くなるよう市からも
見守ることが重要です。

再度、保育所民営化検討委員会を設置し、第一次保育所民営化の検証及び第二次での目標等を審議してもらい、公
立保育所民営化を推進していきます。

平成19年の審議を基に民営化を推進してきましたが、再度、その効果を検証し、新たに民営化の目標等を審議するこ
とでその時代に即した公立保育所民営化を達成できます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

保育所の民
営化

計画に基づいた民営化推進計画に基づいた民営化推進

民営化準備
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金　額 千円

市議会報告

公立保育所在り方検討委員会の開催

保育所条例の改正

Ｈ28.9～3

公立保育所職員への説明会

Ｈ27.10.19・20 保護者・地元区長・民生児童委員への説明会(滑石校区・睦合校区)

Ｈ28.8 第3回、４回選考委員会の開催(応募者のプレゼンテーション、評価・選考)

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

Ｈ28.8 第5回選考委員会の開催(移管法人の決定案の作成)

◆H27年度進行管理調書

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

平成２７年度の
実績及び効果

経費削減
又は増収
の効果 内　容

 民営化に関する説明会に伴い、直接的な効果はなかった。

玉名市議会全員協議会への説明(滑石・睦合保育所)

Ｈ27.8.25・28 玉名地域協議会、岱明地域協議会への諮問(滑石・睦合保育所)

Ｈ27.11 民営化アンケート(保護者・地元区長・民生児童委員) 

H27.8.31

Ｈ27.9.4・7

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

保護者等のニーズを踏まえたサービスの向上(延長保育、一時預かり保育)と効率的な保育所運営(財政負
担の軽減、人員削減、事務の一部軽減)が期待される。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

Ｈ28.5～6 第1回、第2回玉名市立保育所運営法人選定委員会の開催、保護者説明会

Ｈ28.7 移管法人の公募、事業所向け民営化に関する説明会

Ｈ28.9

3者協議会の設置(移管先法人、保護者会、市)  ※詳細事項の打合せ、事務引継ぎ

Ｈ28.12

Ｈ29.1～3

今後の課題・問
題

平成２９年度に２園の民営化を実施予定だが、その後の計画・方針が定まっていない。

【その解決策】

玉名市立保育所在り方検討委員会を設置し、公立保育所の将来の方向性及び在意義を明確化するととも
に、残り５園の民営化について協議する。

合同保育の実施

Ｈ28.10～3

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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15 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 1,761千円 1,761千円

給食センター運営の効率化 教育総務課

現在、共同調理場（うち民間委託１、直営２）と単独調理場（自校式２校）で運営していますが、小規模の施設において
は製造コストが高いのが現状です。運営形態については民間委託した場合、行政側の方針に沿った児童・生徒の発育
のための安定した高い調理水準が保てるか課題であります。直営のままでの経費削減の方策もあり、安心・安全面、
食育等から更に検討を進めますが、学校給食運営協議会でも民間委託に対する抵抗があります。

給食センター（共同・単独調理場）のあり方と民間委託については、安心・安全、食育の面からしても同様に考えるべき
問題であることから、現在審議している学校規模適正化（適正配置）の方向性も含めて検討を進め、諸条件を勘案しな
がらその方向性を定めていきます。

安心・安全な美味しい給食の提供と効率的運営ができます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

給食セン
ター運営の
効率化

給食センターの運営のあり方、
適正配置の検討・方針策定 効率化の推進

給食センターの運営のあり方、
適正配置の検討・方針策定 効率化の推進
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金　額 １，７６１千円

２つの自校式給食施設も検討。

今後の課題・
問題

3センターについては、調理及び運搬について民間委託を行ない運営の効率化を図っているが、玉名
町小学校、横島小学校については、自校式給食施設で運営しているため、非効率性なども含め業務運
営の方向性を検討する必要がある。

【その解決策】

２つの自校式給食施設については、学校規模・配置適正化の進捗動向や民間委託の運営状況、施設
状況等を勘案し検討する。

H29.3 学校給食運営委員会開催 

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

全給食センターを委託することによって、運営形態の統一がなされ、人事管理面の削減(職員の休職、
休業による非常勤職員の人事管理)等で効率化が図られた。

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

昨年同様、民間委託したことによる職員の削減に伴って、人事管理面での事務の
効率化が図られ、サービスも向上した。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期

通年 学校規模、配置適正化の進捗状況を踏まえ、玉名町小学校、横島小学校の

経費削
減又は
増収の
効果

内　容 民間委託を実施したことにより経費が削減された。

H28.5 学校給食運営委員会開催

◆H27年度進行管理調書

平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期

H27.5 学校給食運営委員会開催

取　　組　　内　　容

岱明・天水学校給食センター調理運搬等業務委託(H26.4～H31.3)

H28.3 学校給食運営委員会開催

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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16 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績 計画策定

学校規模適正化 教育総務課

少子化が進む中、小・中学校の小規模化が進行しています。また学校間の規模の差も見えてきており、教育機会の均
等と教育水準の向上に影響があると思われます。

玉名市学校規模適正化審議会を設置し、学校の適正規模・配置の考え方・方向性等についての検討、審議をお願い
し、教育委員会に建議、提言いただきました。その内容を尊重した方針、計画を策定するとともに、その計画を推進しま
す。

学校規模適正化を推進することにより、教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育効果を高めるためのより
よい教育環境を創出することができます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

学校規模適
正化

学校規模適正化の計画推進方針、計画
策定

方針、計画
策定準備

玉陵中学校区6小学校の統合を推進
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金　額 千円

今後の課題・問
題（※３）

　新しい学校づくり委員会及び部会での協議事項の早期決定、玉陵小学校（仮称）校舎等及び関連施設
の建設、玉陵中学校校舎等の改修や外構工事など計画的に実施し、平成30年4月には教育的にも環境
的にもすべてが整った状態で開校できるように進めること。

【その解決策】

　要望等の諸問題については、新しい学校づくり委員会や地域の理解と協力を得ながら進めていく。また
施設建設については地域や特に校長をはじめとする教職員と意見交換を積極的に行いながら、施設環
境、施設管理、財政コスト等の課題を克服していく。

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

　玉陵中学校区においては平成30年4月開校を目指して進めており、平成28年度末の時点では、造成が
終わり玉陵小学校の建築や玉陵中学校の改修にも着手している状況にある。玉陵中学校区の学校再編
が進むことにより、学校の小規模化が解消され、教育の機会均等と教育水準の向上などの効果が期待
できる。また、引いては次に検討に入る天水中学校区のモデル的な取り組みになり、これから進める地区
のスムーズな事業進行が期待される。

内　容

事務の効率化、人員
削減、サービス向上

等に関する効果

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

平成２７年度の
実績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

　平成26年8月臨時議会にて学校再編関連予算が可決され、玉陵小学校（仮称）建設に伴う事業や玉陵
中学校区新しい学校づくり委員会及び部会を再開した。平成27年度は、各部会を開催し、委員会で「総
称・校名・校訓・校章・レイアウト」「基本設計における玉陵小・中学校の平面配置図」を決定した。また、開
発行為申請・農地転用・文化財試掘調査など学校建設に向けた整備を行い、平成27年12月より造成工
事に入った。

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.12～H28.1 土地造成工事及び市道迫間岡線道路改良工事開始

経費削減
又は増収
の効果

市道迫間岡線道路改良工事開始

H28.9～H29.11 玉陵小学校（仮称）校舎等新築工事・プール棟新築工事及び玉陵中学校校舎等改修工事の開始

取組時期 取　　組　　内　　容

H27.12～H29.5 土地造成工事の実施

H28.4～ 新しい学校づくり委員会及び部会の会議等の開催

◆H27年度進行管理調書

H28.7～

H27.10～H27.11 文化財試掘調査

新しい学校づくり委員会の会議等の開催

H27.5～6 文科省へ「事業計画」の提出、開発行為申請、市農業委員会へ転用申請

H27.8 農振計画変更完了、開発行為許可、農地転用許可後仮用地契約

H27.4～

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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17 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

体育施設使
用料の見直
し

生涯学習課

現在の体育施設使用料金は、合併前の旧市町の料金体系がそのまま継承され、同種施設の使用料金に格差が生じ
ています。このため、各施設の利用者の不公平感を解消するため使用料金の見直しを行い、また、同時に施設の使用
に対し、受益者負担の原則を取り入れ、適正な使用料を設定します。

現行条例における無料制度と市内外区分を廃止し、利用者に受益と負担の観点から施設の維持管理費の一部負担
を求め、適正な使用料金を設定します。

使用料金の見直しによる料金体系の統一を行うことで、利用者の公平性を確保することができます。
また、無料制度を廃止することで公共施設の利用者に受益と負担の意識付けができると共に、維持管理費の財源確
保が容易になります。

体育施設使用料の適正化

準備検討 実施

準備 実施検討
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金　額 　　　　　　　　　　　　　　千円

今後の課題・問
題 【その解決策】

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

無料制度を改善し施設使用料金の不平等感を緩和するとともに、維持管理費の財源確保を図る。

事務の効率化、人員削
減、サービス向上等に

関する効果
財源確保を図ることで施設整備が充実しサービス向上につながる。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

取組時期 取　　組　　内　　容

本実施項目は、全部達成であるため該当なし。

平成２８年４月 施行　

経費削減
又は増収
の効果 内　容

適正化を図った効果の見込み
３，６０５千円　（収入4,190千円－支出585千円）
使用料収入見込み…4,190千円（詳細別紙）
使用料改正に伴う維持管理の増額…岱明テニスコート日常清掃業務の増加　585千円増
（Ｈ28.7月～を464千円増で6月補正予算要求）

平成２７年８月 市議会全員協議会へ説明

平成２７年１２月

取組時期

平成２７年９月 ９月定例議会提案（減免等の規則を示して提案）→否決

平成27年10月～11月 市議会の意見を踏まえ、部活動の減免及び市民プールの小学生料金の減額を再検討

平成２７年１１月 市ＰＴＡ連絡協議会理事会にて、上記再検討した結果を説明

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

平成２７年４月～５月　

平成２７年６月

◆H27年度進行管理調書

１２月定例議会提案→全会一致で可決

平成２８年１月～３月 利用者への周知及び各施設受付担当者との受付け業務の統一協議

６月定例議会提案→否決

取　　組　　内　　容

部活動等の減免見直しの説明及び意見聴取（中学校長、体育協会）

見直し改正案の関係者説明（地域協議会等）

平成２７年７月～８月

平成２７年度の
実績及び効果

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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18 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

研修回数 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

実績 1回 1回 1回 1回

行政情報の積極的公開と共有化の推進 秘書課

日々、ホームページ、広報紙及び新聞社、テレビ放送局やラジオ放送局などの報道機関を通じて、積極的に情報の提
供を行い、情報公開に関する職員の共通的な意識付けを行っています。問題点として、各課に情報化推進員や広報
担当者を設置し研修等を行っているが、必ずしも他の職員への伝達がなされているとは限らず、また情報公開に関す
る個々人の意識が低く、積極的な情報発信がなされているとはいえません。

各課の情報化推進員向けに年1回行っているホームページ操作研修に加え、情報発信の推進を行うための広報担当
者の研修（年１回程度）もあわせて行い、より多くの職員に情報発信が行いやすい環境作りに取り組みます。また常日
頃から職員への情報発信の意識付けを行い、報道機関向けの記者会見等を利用し、積極的に情報を提供します。

職員一人ひとりの情報提供や情報公開に対する意識の向上が図られます。また、適正な時期に効果的に情報発信が
でき、報道機関を利用した新聞やテレビ、ラジオなどへの情報公開も効果的にできるようになります。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

広報担当者
への研修

方法検 研修実施方法検 研修実施
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報道機関（新聞・ＴＶ・ラジオ）等に対し、行事等の情報を積極的に提供した。

金　額 千円

内　容

情報提供の拡張に伴い、議会や嘱託員からの配布の煩雑化への要望などを鑑み平成27年度より広報
紙発行を月１回に変更した。その結果、情報のコンパクト化は進んだが、項数が増え情報が埋もれた
り、タイムリーな発信ができないことが課題である。

報道機関（新聞・ＴＶ・ラジオ）等に対し、行事等の情報を積極的に提供する。

H28.8

市ＨＰ及び広報たまなを利用して、積極的に情報の提供を図る。

経費削
減又は
増収の
効果

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

通年

広報たまな発行月１回に変更実施

通年

月1回の発行による情報量の不足をまねかないようにするため編集や構成において簡潔にすることで
多くの情報を提供できるようしながら、同時に厚くなると読まれなくなることも考えられるので項数削減
にも務める。また、職員への研修を充実させ、庁内の情報共有化や提供できる体制を整備し、広報紙
とホームページの連動性をさらに高めるとともに、マスメディアにも積極的な姿勢で情報を提供してい
く。

平成２８年度実行
計画終了後にお
ける予測される成

果・効果

職員一人一人が広報紙やホームページを使って積極的に情報発信することにより、本市の施策・取り
組みを伝えることが可能となる。さらには、新聞やテレビ、ラジオなどのマスメディアを活用して情報発
信することにより、情報入手機会が充実するよう、行政サービスを利用しやすい環境作りを推進でき
る。

平成２８年度の具
体的スケジュー

ル

今後の課題・問
題

取組時期

【その解決策】

通年

職員向けにホームページ作成のための研修を実施する。

通年 市ＨＰ及び広報たまなを利用して、積極的に情報の提供を図った。

職員向けのホームページ研修会を実施

取組時期 取　　組　　内　　容

取　　組　　内　　容

各世帯に月１回配布する広報紙と公式ホームページの連動性を高めタイムリーな
情報を提供することができた。本市のホームページはスマホやタブレットＰＣなど
のあらゆる端末からアクセスでき、情報提供の拡充を図ることができた。
ホームページのトップアクセス数「平成２７年度 286,133件、平成26年度　265,953
件」で　20,180件の増となった。

H27.4.1

H27.8

◆H27年度進行管理調書

平成２７年度の実
績及び効果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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19 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

実績

窓口業務の見直し 企画経営課

既存庁舎の執務室エリア及び利用者待合エリアの狭隘から、担当部署の適所への配置が出来ません。
また、あらゆる面での「ゆとり」がありません。

新庁舎での運用に併せ、庁舎１階窓口のワンストップ化、ワンフロアー化等本市にとって１番適した窓口体制を担当主
管課と協議をしながら運用方法を決定します。
また必要に応じ、パブリックコメント等を利用した民意の聴取を行うことも見直しをするための材料の１つとして検討しま
す。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

本市に適し
た窓口の構
築

利用者に分かりやすく、利用しやすい窓口とすることにより、”身近な市役所・気軽に行ける市役所”のイメージが図れ
ます。

先進事例の検証

運用形態決定

先進事例の検証

担当部署との検討及び民意の聴取等

新窓口の運用（新庁舎）運用形態決定 準備

新窓口の運用（新庁舎）運用形態決定 準備
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金　額 　千円

今後の課題・問
題（※３）

支所の窓口業務については、平成２６年８月から業務委託を実施したところであるが、本庁市民課において
は、非常勤職員で対応している状況であり、本庁及び支所で実施体制が異なっていることから、今後は統
一した実施体制を構築し、更なる住民サービスの向上を図る必要がある。

【その解決策】

本庁市民課においても、支所窓口業務の民間委託の状況を見ながら、民間委託の導入についても検討す
る。

平成２８年度実
行計画終了後に
おける予測され
る成果・効果

本庁舎でのワンフロア化又はアウトソーシングされた窓口業務でのサービス提供が、利用者側の視点に
立った簡素で効率的な運営形態となり、また行財政改革のひとつでもある人件費縮減のための職員定数
削減も計画通りに実現される。

内　容

事務の効率化、人員削
減、サービス向上等に

関する効果

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

取組時期 取　　組　　内　　容

全所属長ヒアリング（窓口業務へのアウトソーシング導入模索）

取組時期 取　　組　　内　　容

通年 本庁窓口業務所掌部署との業務委託等のアウトソーシング導入に関する協議

◆H27年度進行管理調書

平成２７年度の
実績及び効果

経費削減
又は増収
の効果

H27.10

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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20 担当課

現状・課題

取組内容

取組による
効果

H23現在 H24 H25 H26 H27 H28 H29以降

スケ
ジュー
ル

数値
目標

県からの権限
移譲事務数 （目標設定） 1件 1件 1件 1件

実績 15件 7件 0件 0件 0件

県からの権限移譲 企画経営課

平成12年以降、県から市町村への権限移譲が始まり、現在も「第２次熊本県事務・権限移譲推進指針（平成21年度～
平成23年度）」（熊本県）の下で積極的に推進されてきました。
また、地域主権改革による基礎自治体への権限移譲により、さらに多くの事務・権限が移譲されることになりました。
そこで、事務の迅速化、効率化及び市民サービスの向上が図られるよう、国、県の方針等のもと、今後の事務権限の
移譲を適切かつ計画的に実施する必要があります。

県の権限移譲推進指針等の内容を吟味し、各事務所管課において事務権限移譲の適否について十分に検討し、事
務の迅速化、効率化が図られ、真に市民サービスの向上につながるものについて、積極的に移譲を引き受けていきま
す。

事務の迅速化、効率化及び市民サービスの向上が期待できます。

年度ごとの
取組内容

及び
数値目標

取組詳細

権限移譲の
推進

県の権限移譲方針の
内容検討

適切な事務・権限の移譲適切な事務・権限の移譲
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平成２７年度の
実績及び効果

平成２８年度実
行計画終了後
における予測さ
れる成果・効果

国、県から地域特性を生かした自主的なまちづくりに結びつく行政事務に関する一定の権限が、地域住
民に最も身近な市町村窓口に移すことで、事務手続きのワンストップ化、事務処理の迅速化、利用者の
利便性向上等のきめ細かな行政サービスの提供が可能となる。

今後の課題・
問題（※３）

残る重点移譲事務の受け入れについては、現在、国営及び県営での海岸区域の保全事業が実施されて
おり、この事業完了後の受け入れが適当としているが、行政への市民ニーズの多様化や複雑化等による
行政事務の増大や、職員削減による人員不足等の問題への対処も必要である。

【その解決策】

県内での受け入れ状況や市職員の削減状況等を踏まえたうえで、国・県が実施する当該事業に関する
情報収集により、実際の受け入れ時期を予定するなど計画的な受け入れに向け調整していく。

平成２８年度の
具体的スケ
ジュール

H28.9 県による権限移譲に関する最終意向調査にて、最終的な市意向を回答

取組時期 取　　組　　内　　容

経費削
減又は
増収の
効果

内　容

事務の効率化、人
員削減、サービス
向上等に関する効

果

年度別計画（平成２７年度分）の進捗状況

　　【一部達成、着手のみ又は未着手の場合は、その理由】

県が25年3月に策定した「今後の事務・権限移譲推進指針」では、権限移譲の対象事務を68事務（48分
類）とし、この内11事務（7分類）を重点的に移譲を進める事務とされているものの、残る「海岸保全区域
の占用の許可等に関する事務」については、昨年度と同様に権限移譲の受け入れには至らなかったた
め。

取組時期 取　　組　　内　　容

◆H27年度進行管理調書

H28.7 県による権限移譲に関する中間意向調査にて、市意向を回答

H27.7 県による権限移譲に関する中間意向調査にて、市意向を回答

H27.9 県による権限移譲に関する最終意向調査にて、最終的な市意向を回答

計画以上に達成 全部達成 一部達成 未着手着手のみほぼ達成
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